
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川越町地域防災計画修正概要 
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１．川越町地域防災計画の修正等 

(1) 地域防災計画及び南海トラフ地震防災対策推進計画の主な修正方針 

  国の防災計画及び三重県地域防災計画の改訂、令和３年度機構改革等により下記のと

おり川越町防災計画及び南海トラフ地震防災対策推進計画修正を行う。 

＜災害対策基本法・防災基本計画の改正を踏まえた修正＞ 

① 避難情報に関するガイドライン関連 

 従前の避難情報が住民にとって分かりにくく、正しく理解されていないことから、内

閣府が「避難情報に関するガイドライン」を改訂したことに伴い以下の修正をしていま

す。 

・５段階の警戒レベルによる防災情報の提供 

・「避難勧告」・「避難指示（緊急）」を「避難指示」へ一本化 

 ・「避難準備・高齢者等避難開始」を「高齢者等避難」へ改正 

 ・「災害発生情報」を「緊急安全確保」へ改正 

【風水害等対策編 85～88、140～142ページ他】 

 

② 南海トラフ地震臨時情報に伴う防災対応について 

   防災基本計画の修正と合わせ、国の「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」が修正

され、気象庁では南海トラフ地震臨時情報の運用が開始されたことに伴い、県、市町が

作成している南海トラフ地震防災対策推進計画等に対して、南海トラフ地震臨時情報が

発表された場合の災害応急対応や住民への避難行動を促進する対策を盛り込むことが示

されました。 

これを受けて、町では南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の町の防災対応につ

いて、新たな項目を追加するなど、必要な修正をしています。 

ア 対応方針 

 町民・事業者が後発地震に備えつつ、通常の社会活動をできる限り維持できるよう

考慮しながら、町として、後発地震発生時に速やかに災害対応ができる体制をとり、

情報の収集・伝達、町民等への周知を実施します。 

     

イ 事前避難対象地域の設定 

       南海トラフ地震防災対策推進地域 

 事前避難対象地域 

高齢者等事前避難 

対象地域 

住民事前避難 

対象地域 

最初の地震発生か

ら１週間 

社会状況を踏まえて

日頃からの地震への

備えを再確認等 

要配慮者のみ避難 全住民が避難 

地震発生後 

１週間から２週間 
日頃からの地震への備えを再確認等 

地震発生後 

２週間以降 
通常生活 
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川越町では、一部の地域では、大規模地震発生時に、河川堤防の崩壊や地盤沈下等

により、浸水が開始する３０分３０cm の地域が想定されているものの、当該地域に

亀須・亀崎地区津波避難タワーを整備したことから、住民事前避難対象地域は設定し

ません。   

しかしながら、避難に時間を要する避難行動要支援者などが津波から逃げ遅れない

ようにするため、津波浸水想定区域を高齢者等事前避難地域に設定し、要配慮者特に

避難行動要支援者に対して、事前の避難を促します。 

 

【地震・津波対策編 36，90，97ページ】 

【南海トラフ地震防災対策推進計画（別冊） 14～21ページ】 

 

③ 新型コロナウイルスなどの感染症対策 

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことから、平時からの避難所における感

染症対策の検討、実施に関して、防災基本計画が修正されました。 

町においても、感染症対策の物品の備蓄の充実や、感染症対策に配慮した避難所運営

や、親戚、知人・友人宅等への避難の促進を記載しております。 

【風水害等対策編 37，144ページ】 

【地震・津波対策編 58，149ページ】 

 

＜三重県地域防災計画の見直しを踏まえた修正＞ 

① 防災関係機関の業務大綱関連 

  防災関係機関の処理すべき事項、業務の大綱の修正内容を町の計画に反映します。 

【風水害等対策編 6～13ページ】 

【地震・津波対策編 10～15ページ】 

 

② 応援・受援体制の整備 

  災害時受援計画を作成するとともに、当該計画に基づき、応援・受援体制の整備を図

ります。また、受援体制の習熟に向けて必要な訓練を実施することを記載しております。 

【風水害等対策編 56，109～110ページ他】 

【地震・津波対策編 77，79，114～116ページ】 

 

③ 物資輸送の円滑化 

  国と地方公共団体の間で物資の調達・輸送等に必要な情報を共有し、調整を効率化す

ることで迅速かつ円滑な被災者への物資支援を実現するため、令和２年から運用が開始

された「物資調達・輸送調整等支援システム」の活用を記載しております。 

【風水害等対策編 163ページ】 

【地震・津波対策編 77，164ページ】 
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＜町の現状に即した修正＞ 

① 組織改編 

令和３年４月から組織改編が行われ、分課等により各課の所管する事務の変更が生じ

たことに伴い、災害対策本部所掌事務等の変更をしております。 

【風水害等対策編 73～77ページ他】 

【地震・津波対策編 92～97ページ他】 

 

 


